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故
勝
俣
忍
さ
ん

旭
日
単
光
章
受
章

　
7
月
22
日
に
逝
去
さ
れ
た
元
議

会
議
員
の
勝
俣
忍
さ
ん
（
木
賀
）

が
、
旭
日
単
光
章
を
受
章
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
れ
は
、
勝
俣
さ
ん
が
12
年
の

永
き
に
わ
た
り
議
会
議
員
と
し
て
、

町
づ
く
り
を
推
進
す
る
な
ど
地
方

自
治
の
振
興
発
展
に
尽
く
さ
れ
た

功
績
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
9
月
13
日
に
遺
族
に
対
し
、
叙

勲
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

百
歳
の
お
祝
い
に

�

総
理
大
臣
か
ら
銀
杯

　
今
年
度
中
に
百
歳
を
迎
え
る
７

名
の
方
に
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら

贈
呈
さ
れ
た
祝
状
と
記
念
品
の
銀

杯
を
伝
達
し
ま
し
た
。
（
敬
称
略
）

○
安
藤
泰
江
（
湯
本
）

○
渡
邉
マ
ツ
（
湯
本
）

プ
レ
マ
マ・パ
パ

�

（
出
産
育
児
）教
室

日　
時　
10
月
31
日
㈬

　
　
　
　
13
時
30
分
～
16
時

場　
所　
さ
く
ら
館

内　
容　
お
産
や
母
乳
育
児
に
つ

い
て
の
話
、
赤
ち
ゃ
ん
の
沐も

く

浴よ
く

実

習対　
象　
こ
れ
か
ら
母
親
、
父
親

に
な
る
方

持
ち
物　
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記

用
具
、
エ
プ
ロ
ン

申
込
方
法　
10
月
24
日
㈬
ま
で
に

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
・
照
会
先　
子
育
て
支
援
課

�

☎
８
５
―
９
５
９
５

い
つ
ま
で
も
お
元
気
で

第
62
回
敬
老
会
を
開
催

　
９
月
13
日
、
第
62
回
敬
老
会
が

星
槎
レ
イ
ク
ア
リ
ー
ナ
箱
根
で
盛

大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
３
０
０
人
余
り
の
高

齢
者
が
参
加
し
、
町
内
の
活
動
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
大
正
琴
の
演
奏
、

踊
り
、
健
康
体
操
、
宮
城
野
保
育

園
・
箱
根
幼
稚
園
の
園
児
に
よ
る

踊
り
が
披
露
さ
れ
、
楽
し
い
ひ
と

時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
演
芸
会
に
先
立
ち
行
わ

○
水
田
芳
江
（
湯
本
茶
屋
）

○
濱
野
き
く
（
宮
城
野
）

○
山
中
百
合
子
（
仙
石
原
）

○
下
村
隆
雄
（
元
箱
根
）

○
橋
爪
彌
惠
美
（
元
箱
根
）

照
会
先　
福
祉
課

�

☎
８
５
―
７
７
９
０

長
寿
夫
妻
に

�

記
念
品
を
贈
呈

　
町
か
ら
、
結
婚
50
年
及
び
60
年

の
長
寿
夫
妻
に
対
し
、
記
念
品
を

贈
呈
し
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

結
婚
50
年
（
金
婚
式
）

○
小
川
則
夫
・
き
み
子
（
湯
本
）

○
熊
谷
重
明
・
詔
代
（
湯
本
）

○
安
藤
庸
一
・
美
枝
子
（
大
平
台
）

○
綾
部
一
夫
・
節
子
（
宮
城
野
）

○
佐
藤
定
男
・
夏
江
（
仙
石
原
）

○
柳
川
欣
司
・
貞
子
（
仙
石
原
）

○
小
原
史
郎
・
雅
子
（
仙
石
原
）

○
勝
又
實
・
愛
子
（
箱
根
）

○
関
賢
一
郎
・
ふ
く
じ
（
箱
根
）

結
婚
60
年
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
式
）

○
佐
々
木
久
仁
男
・
ミ
ヨ
子
（
湯

本
）

照
会
先　
福
祉
課

�

☎
８
５
―
７
７
９
０

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予

防
接
種
後
、
免
疫
が
つ
く
ま
で
、

２
週
間
程
度
必
要
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
接
種
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前

に
か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
に
連

絡
し
、
早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

対　
象　
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

接
種
日
当
日
に
次
の
い
ず
れ
か
の

条
件
を
満
た
し
て
い
る
方

○
65
歳
以
上
の
方

○�

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
心
臓
、

腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
免
疫
の
機
能
に
障
が
い
が
あ

る
方

※
機
能
障
が
い
が
あ
る
方
は
、
医

師
の
診
断
書
ま
た
は
身
体
障
害
者

手
帳
（
１
級
程
度
）
の
写
し
な
ど
、

接
種
対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明

で
き
る
資
料
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

接
種
期
間　
10
月
１
日
㈪
～
平
成

31
年
２
月
28
日
㈭

自
己
負
担
額　
１
，
７
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
町
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
は
、
申
請
に
よ

り
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
費
用
が

全
額
助
成
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る

方
は
、
印
鑑
、
本
人
を
確
認
で
き

る
も
の
（
保
険
証
な
ど
）
を
持
参

し
、
さ
く
ら
館
ま
た
は
保
険
健
康

課
、
出
張
所
で
事
前
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

公
費
負
担
に
よ
る
接
種
回
数　
１
回

実
施
医
療
機
関　
町
内
医
療
機
関
、

小
田
原
医
師
会
ま
た
は
足
柄
上
医

師
会
医
療
機
関
（
要
事
前
予
約
）

照
会
先　
さ
く
ら
館

�

☎
８
５
―
０
８
０
０

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

指
導
員
を
募
集
し
ま
す

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
導
員

（
ア
ル
バ
イ
ト
）
を
募
集
し
ま
す
。

　
遊
び
や
生
活
の
支
援
な
ど
を
行

い
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
と
楽
し

く
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

募
集
職
種　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

指
導
員
（
ア
ル
バ
イ
ト
）

勤
務
場
所　
次
の
い
ず
れ
か
の
ク

ラ
ブ

・
湯
本
こ
ど
も
ク
ラ
ブ

　
（
町
立
湯
本
小
学
校
内
）

・
箱
根
こ
ど
も
ク
ラ
ブ

　
（
町
立
箱
根
の
森
小
学
校
内
）

・
き
ん
と
き
ク
ラ
ブ

　
（
町
立
仙
石
原
小
学
校
内
）

勤
務
時
間　
平
日
は
下
校
時
間
の

30
分
前
～
18
時
30
分
、
春
・
夏
・

冬
休
み
は
8
時
～
13
時
ま
た
は
13

時
～
18
時
30
分
（
土
曜
日
は
、
8

時
30
分
～
13
時
ま
た
は
13
時
～
17

時
）

※
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
、
休
日

と
な
り
ま
す
。

勤
務
日
数　
応
相
談

賃　
金　
時
給
１
，
０
５
７
円
～

※
保
育
士
、
教
諭
等
の
資
格
を
有

す
る
方
に
は
、
優
遇
措
置
が
あ
り

ま
す
。

交
通
費　
別
途
支
給

応
募
資
格　
18
歳
以
上
の
者
で
、

心
身
健
康
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち

と
接
す
る
こ
と
が
好
き
で
あ
る
こ

と
（
性
別
不
問
）

応
募
方
法　
町
指
定
の
履
歴
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
ず
本
人

が
持
参
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

履
歴
書
の
様
式
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

応
募
・
照
会
先　
子
育
て
支
援
課

�

☎
８
５
―
９
５
９
５

れ
た
式
典
で
は
、
老
人
福
祉
の
向

上
な
ど
に
功
績
の
あ
っ
た
５
人
の

方
々
に
、
町
長
か
ら
感
謝
状
と
記

念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　
表
彰
さ
れ
た
方
は
次
の
と
お
り

で
す
。

○
老
人
福
祉
事
業
功
労
者
（
敬
称

略
）

◎
上
野　
治
巳
（
湯
本
）

◎
武
井　
節
（
湯
本
）

◎
岩
田　
光
夫
（
小
涌
谷
）

◎
内
田　
ち
江
（
仙
石
原
）

◎
西
野　
善
子
（
元
箱
根
）

照
会
先　
福
祉
課

�

☎
８
５
―
７
７
９
０

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
働
き
ま
せ
ん
か

　
皆
さ
ん
の
豊
富
な
知
識
や
経
験
、

技
術
を
ぜ
ひ
生
か
し
て
く
だ
さ
い
。

対　
象　
お
お
む
ね
60
歳
以
上
で

健
康
で
働
く
意
欲
が
あ
る
方

※
事
前
に
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
登
録
が
必
要
で
す
。

主
な
仕
事

・
施
設
の
管
理

・
駐
車
場
の
整
理

・
網
戸
の
張
替

・
家
具
の
移
動
、
片
付
け

・
庭
の
手
入
れ
な
ど

　
ま
た
、
併
せ
て
仕
事
を
頼
み
た

い
方
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

　
個
人
、
事
業
所
な
ど
、
ど
な
た

で
も
何
か
手
伝
い
が
必
要
な
こ
と

や
高
齢
者
に
と
っ
て
簡
易
で
臨
時

的
に
依
頼
し
た
い
仕
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
や
ま
な
み
荘
内
）
☎
８
２

―
５
１
１
５
（
９
時
～
16
時
）

鳥
獣
被
害
防
止
柵
の

購
入
費
用
を
補
助
し
ま
す

　
所
有
す
る
敷
地
な
ど
に
イ
ノ
シ

シ
の
被
害
の
防
止
を
目
的
と
し
て

柵
を
設
置
す
る
方
に
、
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

対　
象

①
町
税
な
ど
の
滞
納
の
な
い
方

②�

町
内
に
住
居
ま
た
は
敷
地
を
所

有
し
て
い
る
方

③�

設
置
し
た
柵
を
適
正
に
維
持
で

き
る
方

対
象
費
用　
柵
の
購
入
費
用
（
設

置
費
用
な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
）

対
象
柵

①�

電
気
柵
（
ポ
ー
ル
、
電
線
、

バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
を
含
む
）

②�

ト
タ
ン
な
ど
板
に
よ
る
柵
（
杭

な
ど
を
含
む
）

③
網
・
金
網
柵
（
杭
な
ど
を
含
む
）

④�

そ
の
他
同
等
の
効
果
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の

補
助
額

①�

町
民
な
ど
の
方　
購
入
費
用
の

2
分
の
1
（
限
度
額
は
2
万
円
）

②�

自
治
会　
購
入
費
用
の
3
分
の

2
（
限
度
額
は
3
万
円
）

③�

事
業
者　
購
入
費
用
の
3
分
の

1
（
限
度
額
は
2
万
円
）

申
請
方
法　
柵
の
購
入
の
前
に
、

申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

箱
根
町
鳥
獣
被
害
防
止
柵
設
置

計
画
書

・�

柵
を
設
置
す
る
場
所
の
位
置
図

・�

防
止
柵
を
設
置
す
る
場
所
の
写

真
・�

柵
の
購
入
費
用
が
わ
か
る
見
積

書
　
な
お
、
申
請
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

照
会
先　
環
境
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
５

10
月
１
日
は

「
浄
化
槽
の
日
」

　
こ
の
日
は
、
浄
化
槽
に
関
す
る

諸
制
度
を
整
備
し
た
「
浄
化
槽
法
」

が
昭
和
60
年
10
月
１
日
に
施
行
さ

れ
た
の
を
記
念
し
て
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

　
町
で
も
、
し
尿
及
び
生
活
雑
排

水
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
と
し

て
下
水
道
と
と
も
に
「
浄
化
槽
」

が
普
及
し
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
と
は

　
家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
、
し
尿
や

生
活
雑
排
水
を
処
理
し
、
き
れ
い

な
水
に
戻
し
て
川
へ
放
流
す
る
た

め
の
設
備
で
す
。

適
正
な
維
持
管
理
の
お
願
い

　
維
持
管
理
を
行
わ
な
い
と
放
流

水
の
水
質
が
悪
化
し
た
り
、
悪
臭

の
発
生
を
招
く
な
ど
地
域
の
住
環

境
を
悪
化
さ
せ
る
原
因
に
も
な
り

ま
す
の
で
、
設
置
者
の
皆
さ
ん
に

は
適
正
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

○�

４
ヶ
月
に
１
回
以
上
の
保
守
点

検
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

○�

１
年
に
1
回
は
必
ず
清
掃
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

○�

法
定
検
査
を
受
検
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ら
の
３
項
目
は
浄
化
槽
法

に
よ
っ
て
設
置
者
の
皆
さ
ん
に
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
適

正
な
維
持
管
理
を
行
う
上
で
欠
か

せ
な
い
も
の
で
す
。

照
会
先　
環
境
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
５


